
                                    

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

えがお 
保健だより 

No.29 

 もうすぐ春休みです。4月には、１年生は 2年生に、2年生は 3年生に進級します。 

春休みは、気持ちよく新年度のスタートをきるための準備期間です。 

 「早寝
ね

・早起き・朝ごはん」を心がけ、規則正しい生活を送りましょう。さらに、リ

ラックスできる時間もつくり、心と体の健康状態を整えましょう。 

 

2025 年 3月 21 日発行  伊丹市立天王寺川中学校 養護教諭 岡崎 睦世 

保健室の 1年間を振
ふ

り返ってみました！ 

爪
つめ

が伸
の

びていたからケガをした。 

ふざけながら歩いていたからケガを

した。など、予防できるケガが多く

ありました。  

◎定期的に爪
つめ

を切る。 

◎周りを見て行動する。 

 

睡眠
すいみん

不足からの頭痛が多かったで

す。やはり体調を整えるためには規

則正しい生活が大切です。 

「早寝
ね

・早起き・朝ごはん」 

◎良質な睡眠
すいみん

。 

◎８～10時間の睡眠
すいみん

時間の確保。 

打撲
だ ぼ く

 

 すり傷 
 痛み 
 

頭痛 
 腹痛 
 
吐
は

き気 
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 春休みは、いつもより自転車に乗る機会が増えると思います。令和 6年 11 月 1日に道

路交通法が改正され、自転車の運転に関するルールが強化されました。自転車の交通ル

ールについて、あらためて確認しましょう。 

 

 スマホを手に持って自転車に乗りながら通

話することも、画面を見ながら運転すること

も、新しく改正された道路交通法から罰則
ばっそく

の

対象になりました。 

 違反
い は ん

すると、6ヶ月以下の懲役
ちょうえき

または 10万

円以下の罰金
ばっきん

になります。また、スマホを使

用していたことで交通事故などの危険を生じ

させた場合は、1年以下の懲役
ちょうえき

または 30 万円

以下の罰金
ばっきん

になります。 

 

＊停止している時は罰則
ばっそく

の対象外です。 

 

イヤホンなどを使用

して安全な運転に必

要な音や声が聞こえ

ない状態での運転 

 

傘
かさ

さし運転 

 

並進運転 

 

2 人乗り 

 

これも罰則
ばっそく

のある交通違反
い は ん

です！ 

５
万
円
以
下
の 

罰
金

ば
っ
き
ん

な
ど 

 

５万円以下の 

罰金
ばっきん

など 

 

２万円以下の罰金
ばっきん

ま

たは科料（「並進

可」の標識があると

ころは除く） 

 

２万円以下の罰金
ばっきん

など

（都道府県公安委員会

規則の規定で認められ

ている場合は除く） 

 

詳
くわ

しく知りたい人は、このページを見てください。兵庫県警察 自転車の交通安全 

 

 

 
 ４月からの新年度を気持ちよくスタートできるように、むし歯がある人や黒板の字が

見えにくい人などは春休み中に受診
じゅしん

をしましょう。また、規則正しい生活を心がけ、心

と体がともに健康な状態で新学期を迎
むか

えましょう！ 

682 
 

4 月から 3月 14 日までの来室状況です。 

 

 

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/index.htm

